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進
め
よ
う
！

男
女
共
同
参
画

　

平
成
22
年
３
月
に
「
神
埼
市
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画
」
お
よ
び
「
神

埼
市
D
V
被
害
者
支
援
基
本
計
画
」

が
策
定
さ
れ
て
一
年
が
経
過
し
ま
し

た
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
て
少
し
ず
つ
何
ら
か
の
形
で
努
力

が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
年
は
、「
平
成
23
年
度
女
性
の

た
め
の
政
策
参
画
セ
ミ
ナ
ー
」
が
年

４
回
、
神
埼
市
で
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

◆
５
つ
の
事
業
計
画
を
柱
に

　

今
年
も
、
神
埼
市
男
女
共
同
参
画

推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
神
埼
市
の

委
託
を
受
け
て
５
つ
の
事
業
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

 

・
講
演
会

 

・
先
進
地
視
察

 

・
男
性
の
料
理
教
室

 

・
女
性
の
た
め
の
相
談
室

 

・「
あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の

募
集

　
「
あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、

佐
賀
市
が
４
月
14
日
に
実
施
し
て
い

る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
デ
ー
」
に
な
ら
っ

て
、神
埼
市
で
は
、11
月
14
日
を
「
あ

り
が
と
う
デ
ー
」
に
設
定
し
、
市
民

み
ん
な
が
自
分
の
周
り
の
人
た
ち
に

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
日
に
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

各
事
業
の
く
わ
し
い
内
容
は
、
市

報
や
チ
ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
た
く
さ
ん

の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

☆
こ
と
ば
の
知
識

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
・
・
・

　

男
女
が
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、

社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る

機
会
が
確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が

均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的

及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
共
に
責
任
を
担
う
べ

き
社
会
の
こ
と
。

～　どなたでも、気軽にどうぞ　～

女性のための相談室
皆さんの様々な悩みや疑問等について、一緒に考えましょう。

　神埼市男女共同参画推進ネットワークでは、今年度も神埼市の委託事業とし
て「女性のための相談室」を開きます。
　性別による差別、夫婦や子どもなど家庭内の心配ごと、夫や恋人からの暴力
の悩み、セクシュアル・ハラスメントのこと、男女問題や離婚問題、近所や職
場の人間関係等々、どんな小さなことでも気軽にご相談ください。一人で悩ま
ないで一緒に考えましょう。ご希望があれば専門機関への紹介も行います。

○と　き　原則として、各月の第3水曜日を相談日とします。　　  
月　　　日 時　　　　間 月　　　日 時　　　　間
８月17日（水）

13：30 ～ 16：30
11月16日（水）

13：30 ～ 16：30９月21日（水） １月18日（水）
10月19日（水） ２月15日（水）

○ところ　神埼市中央公民館　２階　和室
※相談は無料です。秘密は厳守します。
◎問い合わせ先　神埼市男女共同参画推進ネットワーク代表　髙栁　☎52－4709
　　　　　　　　神埼市役所　市長公室　☎37－ 0088

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

　
　

７
月
は
強
調
月
間
で
す

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
改
善

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う

と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。
安

全
・
安
心
な
社
会
を
築
く
に
は
、
犯

罪
や
非
行
か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
す
る

人
た
ち
の
意
欲
を
認
め
、
地
域
社
会

の
中
に
受
け
入
れ
、
見
守
り
、
支
え

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
犯
罪
の

な
い
明
る
い
社
会
と
住
み
よ
い
郷
土

づ
く
り
の
た
め
、
助
け
合
い
協
力
し

ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
、
大
会
へ
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

◆
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　
　
　
　
　
　
　

神
埼
地
区
大
会

○
と　

き

　

７
月
９
日
（
土
）
９
時
半
か
ら

○
と
こ
ろ　

　

三
田
川
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
「
ふ
れ
あ
い
館
」

○
演
題　

　
「
話
題
で
健
康
と
人
の
絆
の
ぬ
く

も
り
の
有
る
地
域
づ
く
り
」

　

元 

佐
賀
市
文
化
会
館
長　

貞
島
比
呂
志 

氏　

◆
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
よ
る
広
報
活
動

○
と　

き　

　

７
月
４
日
（
月
）
８
時
50
分
か
ら

○
と
こ
ろ　

神
埼
市
郡
一
円
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JR神埼駅

国道34号線

神埼高

神埼中

市役所

警察署
至佐賀

至
吉
野
里

中
央
公
民
館消

防
署

和紙表、カラー表、ヘリなし畳できます！和紙表、カラー表、ヘリなし畳できます！
見本を持って伺います。　　見積は無料です。

たくさんの見本（畳表・襖紙）の中から選んでください。

「
ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
支
援
事
業
」

補
助
金
交
付
団
体
が
決
定
し
ま
し
た

　

こ
の
事
業
は
、
市
民
の
主
体

的
な
参
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
市
民
の
自

主
的
か
つ
公
益
性
の
あ
る
活
動

を
行
う
団
体
に
対
し
て
補
助
金

を
交
付
し
、
支
援
し
て
い
く
も

の
で
す
。

　

本
年
度
は
、
４
月
28
日
ま
で

募
集
を
行
い
、
書
類
審
査
の
結

果
、
次
の
10
団
体
に
補
助
金
の

交
付
を
決
定
し
ま
し
た
。
交
付

決
定
を
受
け
た
各
団
体
で
は
、

地
域
の
活
性
化
及
び
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
公
益
性

の
あ
る
活
動
を
展
開
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

◆
追
加
募
集
を
行
い
ま
す

 
・
募
集
件
数　
　

２
件
程
度

 
・
募
集
期
限　
　

　

７
月
29
日
（
金
）
ま
で

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申

請
書
な
ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

◎
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

　

☎
３
７

－

０
１
０
２　

平成23年度神埼市まちづくり市民活動
支援事業交付決定団体一覧表

団　　体　　名 代　表　者

1 健康増進吹矢クラブ 八嶋フヂヨ

2 岩田公民館まちづくり実行委員会 髙平榮次郎

3 軽スポーツ普及の会 寺町　國義

4 石井ケ里地域再生促進イベント
実行委員会

平田　 次

5 四丁目自治会 田原　義隆

6 まつり広場実行委員会 田中　正和

7 鶴田地区ふれあい祭り実行委員会 甲斐　忠義

8 神埼歩こう会 成富　弘明

9 姉川上分伝統芸伝承の会 井手　靖治

10 むつごろう会 眞島　永治

市民の皆さまのご意見をお聞かせください！市民の皆さまのご意見をお聞かせください！市民の皆さまのご意見をお聞かせください！市民の皆さまのご意見をお聞かせください！市民の皆さまのご意見をお聞かせください！市民の皆さまのご意見をお聞かせください！

『神埼市国土利用計画素案』についてのパブリックコメント（市民意見募集）を実施します
　神埼市国土利用計画は、国土利用計画法第８条の規定に基
づいて、神埼市の国土（以下「市土」という。）の利用に関
して必要な事項を定め、市土の総合的、計画的な利用を図る
ための指針とするもので、佐賀県国土利用計画を基本に、地
方自治法第２条第４項の規定に基づく神埼市長期総合計画に
即して策定するものです。
　神埼市では、平成 18年３月の町村合併に伴い、より広域
的な見地に立ち、市土利用についての方針を明らかにするこ
とが必要となったため、「神埼市国土利用計画」素案を作成
しました。
　この素案を公表し、広く市民の皆さまからのご意見を募集
します。

※神埼市国土利用計画素案の閲覧期間及び
　コメント募集期間
　　７月20日（水）から８月４日（木）まで
　「神埼市国土利用計画素案」の詳しい内容は、本庁市長
公室、各総合支所総務企画課、市のホームぺージで公表
しています。

■提出方法
　ご意見は住所、氏名（または団体名および代
表者名）、電話番号等を明記の上、次のいずれ
かの方法により提出をお願いします。意見用紙
はホームページからダウンロードしていただく
か、閲覧窓口に用意しています。
①　電子メール：soumu-02@city.kanzaki.lg.jp
②　ＦＡＸ　：52－ 1120
③　郵　送　：〒 842－ 8601
　　　　　　　神埼市神埼町神埼 410番地
　　　　　　　神埼市役所　市長公室　企画係
④　直接持参：神埼市役所（2階）市長公室、
　　　　　　　各総合支所総務企画課
　　　　　　　（※閉庁日を除く）

　◎問い合わせ先
　　神埼市役所　市長公室　☎37－0102
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